
育児・介護休業法の改正経過＜育児に関わる制度＞

育児休業

（施行日）H4.4.1 H7.4.1 H17.4.1 H22.6.30H11.4.1 H14.4.1

１歳まで
１歳まで

小学校の入学まで

子が３歳未満…選択的措置義務子が１歳未満…選択的措置義務

形成権
年5日

努力義務
年5日

休業前賃金の４０％
（休業中３０％、職場復帰後１０％）

休業前賃金の２５％
（休業中２０％、職場復帰後５％）

所定外労働の制限

時間外労働の制限

深夜業の制限

所定労働時間の短縮
（育児）

※所定労働時間を６時間とする措置

子の看護休暇
（小学校就学前の子）

H26.4.1H22.4.1H19.10.1H13.1.1H7.4.1

休業前賃金の５０％
全額を休業期間中に支給

雇用保険法

育児休業給付

※期間を定めて雇用される者（有期契約労働者）は、下線部は対象外 ※☆については、１００人以下企業はH24.7.1施行

女性保護規定（労働基準法による制限）
激変緩和措

置

平成６年６月２９日
雇用保険法の一部改正
育児休業給付の創設

平成３年５月１５日
育児休業法成立 平成１３年１１月１６日

育児・介護休業法の一部改正
時間外労働の制限制度創設など

平成１６年１２月８日
育児・介護休業法の一部改
正期間雇用者への適用・育休
の延長・子の看護休暇制度創
設など

平成１２年５月１２日
雇用保険法の一部改正
給付率の引上げ

（※短時間勤務、フレックス、始業就業時刻変更等からいずれか一つを、事業主が選択して措置する義務）

女性保護規定（労働基準法による制限）

原則１歳まで

一定の要件を満たした有期契約労働者も
育休取得可能

（労働基準法第133条）

（３０人以下適用猶予） （保育所に入れない等の
場合は、１歳６か月）

平成２１年３月３０日
雇用保険法の一部改正

全額を休業期間中に支給
暫定措置の期限を当分の間に延長

育児休業制度の法制化
など

（第1次施行） （第2次施行）

平成７年６月９日

介護休業制度の法制化など

育児休業法の一部改正 パパママ育休プラス・所定外
労働の制限制度の創設・看護
休暇の付与日数の変更等

育児・介護休業法の一部改正
平成２１年７月１日

（左記に加え、父母ともに休業
する場合は、１歳２か月）

原則１歳まで

子が３歳未満…単独措置義務

子が３歳未満

形成権 年5日
（子が2人以上の場合は年１０日）

間の給付率の引上げ

雇用保険法の一部改正
休業開始から６ヶ月

平成２６年３月３１日

（休業開始から
６ヶ月は６７％）

５０％
休業前賃金の

☆

☆

小学校の入学まで

平成１９年４月２３日
雇用保険法の一部改正

（平成２２年３月まで）
給付率の暫定的引上げ

職場復帰後２０％）
（休業中３０％、
休業前賃金の５０％

育児・介護休業法の一部改正

平成２８年３月３１日

子の看護休暇の半日単位の取得
を可能に

育児休業の対象となる子の範囲の
拡大など

有期契約労働者の育
休取得要件緩和

左記に加え、半日単
位の取得が可能に

H29.1.1

資料２


